
平
成
三
十
年
十
二
月
四
日
提
出

質

問

第

一

〇

六

号

高
梁
川
流
域
に
お
け
る
河
川
法
第
五
十
二
条
運
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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高
梁
川
流
域
に
お
け
る
河
川
法
第
五
十
二
条
運
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
被
害
は
治
水
の
あ
り
方
に
つ
い
て
多
く
の
教
訓
を
残
し
、
岡
山
県
を
流
れ
る
高
梁
川
で
は
、
不
完
全

な
河
道
整
備
に
よ
る
氾
濫
リ
ス
ク
に
加
え
て
、
洪
水
調
節
機
能
を
持
た
な
い
多
数
の
発
電
ダ
ム
が
設
置
さ
れ
て
い
る
河
川
に
お

け
る
治
水
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

河
川
法
第
五
十
二
条
は
、
「
河
川
管
理
者
は
、
洪
水
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
災
害
の
発
生
を
防
止
し
、
又
は
災
害
を
軽
減
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
ダ
ム
を
設
置
す
る
者
に
対
し
、
当
該
ダ
ム
の
操
作
に
つ
い
て
、
そ
の
水
系
に
係
る
河
川
の
状
況
を
総
合
的
に
考
慮
し

て
、
災
害
の
発
生
を
防
止
し
、
又
は
災
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
定
め
、
た
と
え
洪
水
調
節
機
能
を
持
た
な
い
発
電
ダ
ム
に
つ
い
て
も
、
災
害
を
軽
減
す
る
た
め
の
措
置
を
河
川
管
理

者
が
指
示
で
き
る
と
定
め
た
も
の
だ
。

�

ど
の
よ
う
な
背
景
で
こ
の
条
文
は
で
き
た
の
か
。

�

運
用
実
績
が
な
い
と
聞
く
が
、
そ
れ
は
何
故
か
。

一



�

河
川
法
第
五
十
二
条
を
運
用
す
る
権
限
を
持
つ
の
は
、
国
土
交
通
省
が
河
川
管
理
者
で
あ
る
場
合
は
、
本
省
か
、
地
方

整
備
局
か
、
も
し
く
は
さ
ら
に
そ
の
下
部
機
関
か
。

�

河
川
管
理
者
が
都
道
府
県
等
自
治
体
の
場
合
、
河
川
法
第
五
十
二
条
を
運
用
し
易
く
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
研

究
制
度
な
ど
は
あ
る
か
。

�

高
梁
川
で
は
、
支
流
の
成
羽
川
に
複
数
の
中
国
電
力
の
発
電
ダ
ム
が
あ
り
、
一
九
七
二
年
七
月
の
豪
雨
で
は
、
そ
の
一

つ
で
あ
る
新
成
羽
川
ダ
ム
の
放
流
を
原
因
と
し
て
、
岡
山
県
高
梁
市
の
住
民
ら
が
中
国
電
力
と
河
川
管
理
者
の
国
を
相
手

ど
っ
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
裁
判
を
行
っ
た
。
広
島
高
裁
岡
山
支
部
に
お
け
る
控
訴
審
で
和
解
が
成
立
し
、
中
国
電
力
が

原
告
住
民
百
八
十
八
人
に
四
千
五
百
万
円
を
支
払
う
こ
と
で
和
解
が
成
立
し
た
経
緯
が
あ
る
。

成
羽
川
の
河
川
管
理
者
は
今
年
の
七
月
豪
雨
被
害
で
も
、
河
川
法
第
五
十
二
条
を
高
梁
川
で
活
用
し
て
い
な
い
と
聞
く

が
、
そ
れ
は
何
故
か
。

二

河
川
法
第
五
十
二
条
を
河
川
管
理
者
が
有
効
に
運
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
今
度
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要

か
。

三

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
を
踏
ま
え
て
、
高
梁
川
水
系
河
川
整
備
計
画
に
書
き
込
ま
れ
た
河
道
掘
削
や
樹
木
伐
採
の
未
実
施

二



区
間
に
つ
い
て
の
情
報
を
共
有
し
、
被
災
し
た
地
域
の
住
民
と
の
協
議
に
よ
り
、
高
梁
川
水
系
に
お
け
る
治
水
事
業
の
優
先

順
序
を
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


